指定介護療養型医療施設（みなし居宅サービスを含む）　変更届出手続関係【介護給付費以外で主なもの】
■届出について
　・平成２４年４月１日付介護保険法改正に伴う大都市特例の創設により、介護保険法に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。
つきましては、政令指定都市（大阪市、堺市）、中核都市（東大阪市、高槻市、豊中市）に所在する施設における届出は、各政令指定都市、中核市へ提出していただくこととなりますのでご注意ください。
・大阪府では大阪版地方分権推進制度に基づき、介護保険法に基づく居宅サービスに係る各種権限を大阪府から一部市町村へ移譲しておりますが、指定介護療養型医療施設のみなし居宅サービス（（介護予防短期入所療養介護）については権限移譲対象外となっておりますので、みなし居宅サービスに係る届出については、当課へ提出をお願いします。

・変更日から１０日以内に届け出てください。（事前協議等が必要な事項については、事前にご相談ください。）
・事前に電話により日時を予約した上で、持参してください。なお、「法人名称、主たる事務所の所在地、定款の変更」、「法人理事長の変更」、「運営規程（利用料に係るもの以外）の変更」「法人役員の変更」、「介護支援専門員の変更」に係る届出については、下記連絡先に電話連絡の上、ご郵送いただくことも可能です。

　　（連絡先：〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目１－２２　大阪府 福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ　電話０６－６９４４－７１０６（ダイヤルイン））

　・下表に必要書類等を記載していますが、内容によっては、別に必要となる書類が変更や追加される場合があります。

　・写しには、必ず原本照合（法人理事長名で）が必要となります。
　・変更日から１月以上遅延して届出する場合（正当な理由がある場合を除く。）は、遅延理由書（法人理事長名で）を提出して下さい。
	区　　　　　分
	変　更　内　容
	必　要　書　類
	備　　　　　考

	入所

短期

予短
	事業所（施設）の名称
	施設の名称が変更となった場合
	①更届出書（様式第３号）
②法人登記簿謄本（写しの場合は原本照合要）
③新旧対照表
④運営規程（新）

	・みなし居宅サービスの名称を変更する場
合は、新たに居宅サービスの指定申請が必
要となり、従来の居宅サービスは廃止の届
出が必要です。

	入所

短期

予短
	開設者の名称、主たる事務所の所在地、定款

	運営法人の名称や主たる事務所の所在地、定款（当該指定に係る事業に関するものに限る）が変更となった場合


	①更届出書（様式第３号）
②法人登記簿謄本（写しの場合は原本照合要）
	・運営規程の変更を伴う場合は、左記の書
類に加えて、新旧対照表（該当する条文

み）、運営規程（新・旧）の提出が必要で

す。

	入所

短期

予短
	代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所
【郵送可能】

	運営法人理事長が変更となったり、理事長の住所が変更となったりした場合
	①変更届出書（様式第３号）
②法人登記簿謄本（写しの場合は原本照合要）
③役員の名簿（参考様式）
④介護保険法第１０７条第３項各号に該当しないことを誓約する書面（誓約書）


	・住所のみの変更の場合は、左記②、③に
替えて、新住所が確認できる書類（住民票
の写し等）の提出が必要です。

	入所

短期

予短
	事業所（施設）の建物の構造、設備、専用区画等
	建物の構造や部屋の用途を変更した場合
	1 更届出書（様式第３号）
②構造設備使用許可書の写し（保健所発行のもので、原本照合要）
③変更前・変更後の平面図（すべての階）
	・施設内の構造等を変更する場合は、保健

所の許可だけでなく、介護保険法上の届出
が必要となります。

	入所

短期

予短
	事業所（施設）の管理者の氏名及び住所
	管理者が変更となった場合
	①変更届出書（様式第３号）
②新管理者の医師免許証の写し（原本照合要）
③新管理者の経歴書
④介護保険法第１０７条第３項各号に該当しないことを誓約する書面（誓約書）
	・管理者の住所が変更となった場合につい

ては、左記②～④に替えて、新住所が確認
できる書類（住民票の写し等）を提出して
ください。

	入所

短期

予短
	運営規程〈利用料〉
	施設が徴収する利用料の金額を変更したり、新たに徴収する事項を追加したりする場合
	①変更届出書（様式第３号）
②新旧対照表（該当する条文のみ）
③運営規程（新）
※増額のときは積算根拠を求める場合があります。
	・利用料の変更については、利用者及びその家族に対して、運営規程に定めた事前の時期までに説明を行っていることが前提となります。

	入所

短期

予短
	運営規程〈規定内容〉
【郵送可能】
	基準省令の改正等で、規定している内容を変更したい場合
	①変更届出書（様式第３号）
②新旧対照表（該当する条文のみ）
③運営規程（新）
	　

	短期

予短
	運営規程
〈送迎の実施地域〉
【郵送可能】
	居宅サービスで、送迎地域を変更する場合
	①変更届出書（様式第３号）
②付表９
③新旧対照表（該当する条文のみ）
④運営規程（新）
	　

	入所
	入院患者又は入所者の定員
	入院患者の定員を減じた場合
	①変更届出書（様式第３号）
②付表１６－１その１、その２
③定員減の理由書（入院患者の措置を含む）
④従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（看護職員・介護職員・介護支援専門員）
⑤新旧対照表
⑥運営規程（新）
⑦平面図（介護病床及び減床する場所が分かるようにしてください。）
	・定員減については、変更後１０日以内の届出事項となっているが、できるだけ事前に連絡の上、速やかに届出してください。

	入所

短期

予短
	役員の氏名、生年月日及び住所
【郵送可能】
	開設法人に係る役員が変更となった場合
	①変更届出書（様式第３号）
②経歴書
③役員の名簿（参考様式）
④介護保険法第１０７条第３項各号に該当しないことを誓約する書面（誓約書）
	・減少のみの場合は、①変更届出書（様式第３号）、③役員の名簿（参考様式）のみ提出してください。

	入所
	介護支援専門員の氏名及びその登録番号
【郵送可能】
	施設の介護支援専門員が変更、追加又は減少した場合
	①変更届出書（様式第３号）
②経歴書
③介護支援専門員証の写し（原本照合要）
④雇用契約書の写し又は辞令の写し（当該施設で介護支援専門員として勤務することが分かるものに限る）（原本照合要）
⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（介護支援専門員のみ）
	・⑤で新たに介護支援専門員が配置された場合は、その配置された月分を、変更となる場合は、変更した月分と併せてその前月分も提出してください。
・減少のみの場合は、①変更届出書（様式第３号）及び減少した月分の⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（介護支援専門員のみ）のみ提出してください。


